
総務委員会・分科会 会議記録 

   

１  期 日   令和５年９月20日（水） 

              午前９時24分 開会 

              午前10時36分  閉会 

２ 場 所   第１委員会室 

３ 出 席 委 員   委 員 長 清水  寛 

            副委員長 芦田 竹彦 

            委   員  荒木慎大郎、木谷 敏勝、 

                 村岡 峰男、森垣 康平、 

                 義本みどり 

４ 欠 席 委 員   なし 

５ 説 明 員   （別紙のとおり） 

６ 傍 聴 議 員   なし 

７ 事 務 局 職 員    主  幹 山本 慎二 

８ 会議に付した事件    （別紙のとおり） 

   

             総務委員長・分科会長   清水  寛  

 



総 務 委 員 会（ 分 科 会 ） 次 第 

 
2023年９月20日（水）９：30～ 

第１委員会室 

 

１ 開会 

 

 

 

２ 委員長あいさつ 

 

 

 

３ 協議事項 

(1) 付託・分担案件の審査について <２頁> 

ア 委員会審査 

 

 

 

イ 分科会審査 

 

 

 

(2) 意見・要望のまとめについて 

ア 委員会意見・要望のまとめ 

 

 

 

イ 分科会意見・要望のまとめ 

 

 

 

(3) 閉会中の継続審査申出について <５頁> 

 

 

 

４ その他 

 

 

 

５ 閉会 



令和５年第４回豊岡市議会（定例会）議案付託表 

 

【 総 務 委 員 会 】 

  第76号議案  物件購入契約の締結について 

  第84号議案  豊岡市職員の給与に関する条例及び豊岡市企業職員の給与の種類

及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定について 

  第85号議案  豊岡市地域コミュニティに関する条例の一部を改正する条例制定

について 

  第91号議案  豊岡市火災予防条例の一部を改正する条例制定について 

  第109号議案 令和４年度豊岡市管理会財産区特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

予算決算委員会付託議案に係る分科会分担表 

 

【 総 務 分 科 会 】 

  報告第11号  専決処分したものの承認を求めることについて 

   専決第10号  令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第４号） 

  第93号議案  令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第５号） 

  第102号議案 令和４年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定について 

※ 第93号議案及び第102号議案中の人件費分は、総務分科会に一括分担する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪参考≫ 報告案件議案所管分 

 

【 総 務 委 員 会 】 

  報告第12号  令和４年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついて 



 令和５年９月定例会  
 

総務委員会（分科会） 審査日程表 

審 査 日 程 所管（出席対象）部署 審  査  内  容 

９月19日（火） 

９：30～ 

 

第１委員会室 

 

【議会事務局】 

【行政管理部】秘書広報課、財政課、 

資産活用課 

【ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ推進部】 

経営企画課、DX･行財政改革推進課 

【危機管理部】危機管理課 

【市民部】税務課 

【消防本部】総務課、予防課、警防課、 

豊岡消防署 

【委員会】 

《議案》 

＜説明、質疑、討論、表決＞ 

○第109号議案 

 

【分科会】 

《令和４年度一般会計決算認定議案》 

＜説明、質疑、討論、表決＞ 

○第102号議案 

 

《委員会審査意見、要望のまとめ》 

《分科会審査意見、要望のまとめ》 

 

９月19日（火） 

13：00～ 

 

第１委員会室 

 

【行政管理部】財政課 

【総務部】総務課、人事課 

【くらし創造部】地域づくり課、 

ｼﾞｪﾝﾀﾞｰｷﾞｬｯﾌﾟ対策室 

【各振興局】地域振興課（総務担当） 

【会計管理者】会計課 

【選管監査委員事務局】 
 

９月20日（水） 

９：30～ 

 

第１委員会室 

 

【議会事務局】 

【行政管理部】秘書広報課、財政課、 

資産活用課 

【ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ推進部】 

経営企画課、DX･行財政改革推進課 

【危機管理部】危機管理課 

【総務部】総務課、人事課 

【くらし創造部】地域づくり課、 

ｼﾞｪﾝﾀﾞｰｷﾞｬｯﾌﾟ対策室 

【市民部】税務課 

【各振興局】地域振興課（総務担当） 

【会計管理者】会計課 

【消防本部】総務課、予防課、警防課、 

豊岡消防署 

【選管監査委員事務局】 
 

【委員会】 

《議案》 

＜個別に説明、質疑、討論、表決＞ 

○第76号議案 ○第84号議案 

○第85号議案 ○第91号議案 

 

【分科会】 

《令和４年度一般会計補正予算議案》 

＜個別に説明、質疑、討論、表決＞ 

○報告第11号（専決第10号） 

○第93号議案 

 

《委員会審査意見、要望のまとめ》 

《分科会審査意見、要望のまとめ》 

 

※ 総務分科会での説明は、基本的に①財政課（全体概要含む）、②人事課（人件費含む）、③その他の課（組

織順）の流れでお願いします。 



木谷　敏勝

森垣　康平

7名

山口 繁樹 谷岡 慎一

議会事務局次長 坂本 英津子

塚本 繁樹 地域づくり課長 井上 靖彦

 地域づくり課参事  木内 純子

 秘書広報課長  小野 弘順 税務課長 中奥 　実

財政課長 長谷川 幹人 税務課参事 瀬崎 晃久

デジタルトランスフォーメーション推進部

 地域振興課長  藤原 孝行

経営企画課長 真狩 直哉  地域振興課長  山根 哲也

ＤＸ・行財政改革推進課長 若森 洋崇

 地域振興課長  池内 章彦

山本 尚敏

危機管理課長 畑中 聖史 地域振興課長 三宅 　徹

危機管理課参事 木下 喜晴

 地域振興課長  道下　 一

堂垣 真弓

 会計課長  西村 嘉通 

総務課長 太田垣 健二 井﨑 博之

 総務課参事 (文書法制担当)  宮代 将樹

総務課参事 藤本 　充

人事課長 岡 　亮吾 予防課長 井上 光彦

人事課参事 向原 芳江 警防課長 田中 陽一

 選管監査事務局長  中川 光典

説明員計 25名

議会事務局主幹 山本 慎二

計 33名

消防本部次長
兼総務課長

上田 有紀

 選挙管理委員会・監査委員事務局

【担当事務局職員】

行政管理部次長
兼資産活用課長

久保川 伸幸
市民部

 城崎振興局

デジタルトランスフォー
メーション推進部長

谷口 雄彦
 竹野振興局

消防長

 日高振興局

危機管理部

危機管理部長 出石振興局

 但東振興局

総務部

総務部長(会計管理者)  会計課

 総務部次長 (キャリアデザイ
 ン・ハラスメント担当)
 兼人事課参事

 岸本 京子
消防本部

 上田   篤
行政管理部

行政管理部長

委 員

荒木慎大郎

村岡　峰男

義本みどり

議会事務局 くらし創造部

【説明員】　 ※出席者に着色しています

議会事務局長 くらし創造部長

 くらし創造部次長
 兼ジェンダーギャップ対策室長

副 委 員 長 芦田　竹彦

2023年度　豊岡市議会総務委員会名簿 2023年9月20日(水)

【総務委員】

委 員 長 清水　　寛



 1 

午前９時２４分 委員会開会 

○委員長（清水  寛） おはようございます。 

 まだ定刻よりも早いんですけども、この委員会、

皆さん、非常にそろうのが早いので、早速始めてい

きたいと思います。 

 あと、本日の終了予定は何とか１１時半ぐらいに

は終われたらなというふうに思ってますので、皆さ

ん、よろしくお願いします。 

 本日は、当委員会に付託または当分科会に分担さ

れました案件の審査として、個別に説明、質疑、討

論、表決を行い、その後、意見・要望のまとめを行

う予定としております。委員の皆さんは、Ｓｉｄｅ

Ｂｏｏｋｓ上のフォルダー、ホーム、総務委員会、

総務０５．０９．２０が本日の委員会のフォルダー

となっておりますので、資料をご確認ください。 

 委員の皆さん並びに当局職員の皆さんは、質疑、

答弁に当たりましては、要点を押さえ、簡潔明瞭に

行っていただき、スムーズな議事進行にご協力をお

願いいたします。 

 なお、委員会及び分科会での発言は、委員長、分

科会長の指名の後、マイクを使用して、課名と名字

を名のってから行っていただきますようお願いい

たします。 

 それでは、協議事項に入ります前に、昨日の宿題

として税務課のほうから発言がございますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 税務課、中奥課長。 

○税務課長（中奥  実） 昨日、義本委員から問合

せのありました県民徴収委託金の算出方法につい

てご説明いたします。 

 基本的に納税義務者数、１人当たり３，０００円

になるんですけども、納税義務者数でもらってます。

それプラス過年度の還付金等の金額により、案分率

等によって積算されたものを頂いております。４回

に分けてこの分を頂いております。 

 説明は以上です。 

○委員長（清水  寛） よろしいですか。 

○委員（義本みどり） はい。ありがとうございまし

た。 

○委員長（清水  寛） それでは、これより３、協

議事項、（１）付託・分担案件の審査について、ア、

委員会審査に入ります。 

 次は、第７６号議案、物件購入契約の締結につい

てを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 ＤＸ・行財政改革推進課、若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） ６５ペ

ージをご覧ください。第７６号議案、物件購入契約

の締結についてを説明します。 

 本案は、本庁舎サーバー室に設置している無停電

電源装置を更新するものです。契約方法は指名競争

入札、契約金額は６，５７８万円、その他は記載の

とおりでございます。 

 無停電電源装置は、雷などによって瞬時の電圧の

低下や停電が発生した場合でも安定して電力を供

給することにより、サーバーやネットワーク機器の

電源トラブルを防ぐためのものです。 

 説明は以上です。 

○委員長（清水  寛） 説明終わりました。 

 質疑ありませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 話はよく分かるんですが、雷

で停電をした場合に瞬時に停電しますね。ぴかっと

光って停電したと。すぐにこの停電してない装置が

もうそれこそ瞬時に働いて、停電という現象は出な

いんですね。停電という現象が起きたらサーバーに

支障が起きると思うんですが、サーバーに支障がし

ないぐらい、停電になる前にもうぱっと働くという

システムですか。 

○委員長（清水  寛） 若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） サーバ

ーとかネットワーク機器はこの無停電電源装置か

ら電力を供給してます。ちょっと頭の中でイメージ

してもらいたいんですけど、コンセントから常に無

停電電源装置にどんどん充電していって、無停電電

源装置からサーバー等の機器に電力が流れていっ

てます。なので無停電電源装置の手前、コンセント

から無停電電源のところの電力が止まっても、この
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無停電電源装置に常に電力がいますので、ここから

出てるから、先ほど申しました瞬時の電圧低下とか

停電とかが起こってもサーバー等への電源供給に

は影響が出ない、そういった仕組みでございます。 

○委員（村岡 峰男） よく分かりました。 

○委員長（清水  寛） よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 異議なしと認めます。よっ

て、第７６号議案は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 次は、第８４号議案、豊岡市職員の給与に関する

条例及び豊岡市企業職員の給与の種類及び基準に

関する条例の一部を改正する条例制定についてを

議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 人事課、岡課長。 

○人事課長（岡  亮吾） 議案書９５ページ、第８

４号議案、豊岡市職員の給与に関する条例及び豊岡

市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部を改正する条例制定についてご説明申し上げ

ます。 

 本案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の

改正に伴い、感染症の発生及び蔓延の初期段階から

派遣された職員に対して災害派遣手当の支給がで

きるようにするものです。 

 ９８ページをご覧ください。条例案要綱によりま

してご説明申し上げます。 

 改正内容は、新型インフルエンザ等対策特別措置

法の改正に伴い、同法第４４条に規定されていた新

型インフルエンザ等緊急事態派遣手当が廃止され、

新たに同法第２６条の８に規定された特定新型イ

ンフルエンザ等対策派遣手当が支給されることと

なるため、豊岡市職員の給与に関する条例及び豊岡

市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の

引用する規定の条番号を改め、感染症の発生及び蔓

延の初期段階から派遣された職員に対して災害派

遣手当の支給ができるようにするものです。 

 附則で、この条例は、公布の日から施行すること

としています。 

 なお、９９ページ以降に新旧対照表を添付してい

ますのでご清覧ください。 

 説明は以上です。 

○委員長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑はございませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 異議なしと認めます。よっ

て、第８４号議案は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 次は、第８５号議案、豊岡市地域コミュニティに

関する条例の一部を改正する条例制定についてを

議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 地域づくり課、井上課長。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） それでは、１０１

ページをお願いいたします。第８５号議案、豊岡市

地域コミュニティに関する条例の一部を改正する

条例制定についてご説明いたします。 

 条例案要綱で説明いたしますので、１０６ページ

をお願いいたします。１の改正の内容に記載してい

ます１０地区のコミュニティセンターについては、

コミュニティセンターとは別の施設名がございま

す。八代、清滝、福住、寺坂、小坂、小野、資母、
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この７施設は多目的集会施設、日高コミュニティセ

ンターは日高農村環境改善センター、神美、三方の

２施設は基幹集落センターとして設置及び管理に

関する条例があり、それぞれの条例で会議室の名称

や使用料を定めています。これは、平成２９年に地

区公民館からコミュニティセンターに移行する際、

地域コミュニティに関する条例で一本化しようと

試みたのですが、それぞれの施設建設時の補助金活

用の関係でできませんでした。今回、改めて国等の

関係機関に問合せをしたところ、許可を得ましたの

で、コミュニティセンターに名称を統一しようとす

るものです。 

 あわせて、日高地区コミュニティセンターの改修

に伴い、新たな会議室を設けること、会議室を倉庫

に変更することに伴って、名称やその使用料を定め

るものです。 

 ２は、附則についてです。附則第１項関係で、こ

の条例の施行期日を令和５年１０月１日としてい

ます。ただし、日高地区コミュニティセンターにつ

きましては、現在工事中であるため、貸し館の開始

日が決まり次第、規則において定めることとしてお

ります。附則第２項関係では、先ほど説明しました

多目的集会施設、日高農村環境改善センター及び基

幹集落センターについて、それぞれの設置及び管理

に関する条例を廃止すること、附則第３項関係では、

廃止する条例の経過措置について定めています。 

 なお、１０７ページから１１０ページにかけて、

本条例別表で改正する施設名等の新旧対照表を添

付しておりますのでご清覧ください。 

 説明は以上です。 

○委員長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑はございませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 最初の段階で報告があったん

ですけども、それぞれもともとの補助制度が違うと

いうことで名称も変わって、今回、許可を得たとい

うことなんですが、許可を得たということは、造る

ときに借入れをした起債はもう終わったと、起債が

全部済んだから許可が出たということですか。起債

は残っとるという、まだ。その辺はどうですか。 

○委員長（清水  寛） 井上課長。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） 起債については、

まだ残っているものもございます。ただ、名称変更

だけであれば財産処分というのは不要だというよ

うな回答をいただいておりまして、使用目的がそう

大きくは変わらないということで、今回、大丈夫だ

という回答をいただいております。 

○委員長（清水  寛） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） そういう回答であればね、起

債が残っとるから駄目だったら分かるけども、起債

は残っとってももう名称はええぞというんであれ

ば、前のときにも構わへんのにね。 

○委員長（清水  寛） 井上課長。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） そう思うのですが、

時の担当の国の部署は駄目だということを言われ

まして、そういうことになっております。 

○委員長（清水  寛） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 許可を得たということなんで

すけども、全部省庁もまたいどったでしょう。農林

水産省だとか、あるいはどこがあったんかな、また

いどったと思うんですが、全部それぞれオーケーだ

ったわけですね、そういうことは。 

○委員長（清水  寛） 井上課長。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） 今回統一化しよう

とするのは全て農林水産省の関係でございます。 

○委員長（清水  寛） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） じゃあ農林水産省の部分は許

可が出たけども、まだそれ以外に名称変更できない

施設というのはあるんですか。 

○委員長（清水  寛） 井上課長。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） それ以外のところ

については、２９年のときに名称が何かもう一つあ

ったんですけれども、それはそのままコミュニティ

という、同じものだという扱いで許可をいただいて

おります。ですのでこれで全て、２９、コミュニテ

ィセンターの条例で統一化できるというものでご

ざいます。 

○委員（村岡 峰男） 分かりました。 
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○委員長（清水  寛） よろしいですか。 

○委員（村岡 峰男） はい。 

○委員長（清水  寛） ほかはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 異議なしと認めます。よっ

て、第８５号議案は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 次は、第９１号議案、豊岡市火災予防条例の一部

を改正する条例制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 消防本部予防課、井上課長。 

○予防課長（井上 光彦） 議案書の１４１ページを

ご覧ください。第９１号議案、豊岡市火災予防条例

の一部を改正する条例制定についてご説明いたし

ます。 

 本案は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並

びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定

に関する基準を定める省令並びに消防庁長官が定

める基準の改正等に伴い、所要の改正を行うもので

す。 

 １４７ページをご覧ください。改正の内容につき

ましては、条例案要綱によりご説明いたします。 

 １の改正内容ですが、（１）につきましては、基

本的な安全対策として、キュービクル式以外の変電

設備についても、建築物等の部分との間に換気、点

検及び整備に支障のない距離を保つよう見直しを

行うものです。 

 （２）につきましては、規制の対象となる蓄電池

設備を蓄電池容量の単位であるキロワット時を用

いて区分することや、建築物からの離隔距離を取ら

なくてもよいこととする要件に蓄電池設備の出火

防止措置及び延焼防止措置に関する基準に定める

ものを追加することなどの見直しを行うものです。 

 （３）につきましては、火を使用する設備等の届

出対象から蓄電池容量が２０キロワット時以下の

ものを除くものです。 

 （４）につきましては、固体燃料を用いた厨房設

備の離隔距離を定めることとしております。 

 （５）につきましては、条例改正に伴い、その他

所要の規定の整理を行うものです。 

 なお、２の附則では、（１）で、この条例は、令

和６年１月１日から施行することとしており、

（２）では、この条例の施行に係る必要な経過措置

を定めることとしております。 

 １４８ページから１５３ページに新旧対照表を

添付しておりますのでご清覧ください。 

 説明は以上になります。 

○委員長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑はございませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） ちょっと今の時代にどうかな

と思うもんですから、固体燃料っていうのは具体的

に何ですか。 

○委員長（清水  寛） 井上課長。 

○予防課長（井上 光彦） 固体燃料につきましては、

一般的に炭火、こちらが該当してまいります。 

○委員（村岡 峰男） 分かりました。 

○委員長（清水  寛） よろしいですか。 

○委員（村岡 峰男） はい。 

○委員長（清水  寛） ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 異議なしと認めます。よっ
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て、第９１号議案は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

午前９時４１分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時４１分 分科会開会 

○分科会長（清水  寛） 分科会を開会します。 

 これより３、協議事項、（１）付託・分担案件の

審査について、イ、分科会審査に入ります。 

 まず、報告第１１号、専決処分したものの承認を

求めることについて、専決第１０号、令和５年度豊

岡市一般会計補正予算（第４号）を議題といたしま

す。 

 報告第１１号、専決第１０号中、当分科会に審査

を分担されましたのは、所管事項に係る歳入予算補

正についてであります。 

 当局の説明を求めます。 

 財政課、長谷川課長。 

○財政課長（長谷川幹人） 戻りまして、５ページを

ご覧ください。専決第１０号、令和５年度一般会計

補正予算（第４号）でございます。 

 本件につきましては、８月１５日に襲来し、本市

に影響を及ぼした台風７号被害につきまして、農地、

道路、河川などの緊急の災害復旧に要する経費を８

月１５日付で専決処分したものでございます。第１

条で、歳入歳出それぞれ７，２７５万３，０００円

を追加しまして、総額を４７９億６，６７０万４，

０００円としたものでございます。 

 概要としましては、１９ページ、２１ページをご

覧ください。治山事業、漂着物処分、緊急処理事業、

災害復旧事業などになっております。 

 財源としましては、戻っていただきまして、１４

ページ、１５ページをご覧ください。国県支出金、

起債などのほかに前年度繰越金を充てております。 

 なお、当委員会が所管します歳出はありません。 

 説明は以上ですが、一部ちょっと補足説明をさせ

ていただきます。 

 今回の補正予算につきましては、あくまでも復旧

作業と、復旧経費といったことになります。この後、

大規模な被災地につきましては、本復旧が必要とい

ったことになります。これらにつきましては、国の

災害復旧の補助金が受けられますので、補助金を受

けるには国の災害査定を受ける必要があります。そ

の災害査定なんですが、大体１０月の中下旬から１

１月頃といったことを聞いておりまして、その後、

補正予算を編成する予定というふうにしておりま

す。規模ですけど、あくまでも概算なんですが、農

林の被害で約８，０００万円程度の本復旧、建設で

１億５，０００万円程度。繰り返します。あくまで

概算です。この程度の事業費を見込んでいるといっ

たことになります。 

 どういう形で予算を提出するのか、これはまた議

会のほうとご相談させていただきたいというふう

に思ってますが、本復旧といった形でまた予算を提

出するといったことになりますので、よろしくお願

いします。以上です。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑はございませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本件は、承認すべきものと決

定してご異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 異議なしと認めます。よ

って、報告第１１号、専決第１０号は、承認すべき

ものと決定しました。 

 次は、第９３号議案、令和５年度豊岡市一般会計

補正予算（第５号）を議題といたします。 

 第９３号議案中、当分科会に審査を分担されまし

たのは、所管事項に係る歳入歳出予算補正及び地方

債補正についてであります。 

 当局の説明は、まず、財政課から全体概要を含め

て説明を、次に、人事課から全体の人件費を含めて

説明をいただき、その後、組織順で各担当課から歳

出及び歳入等を一気に説明願います。 
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 質疑は、説明が終わった後に一括して行います。 

 それでは、順次説明をお願いいたします。 

 財政課、長谷川課長。 

○財政課長（長谷川幹人） 議案書の１６１ページを

ご覧ください。第９３号議案、令和５年度一般会計

補正予算（第５号）でございます。 

 第１条で、歳入歳出それぞれ７億９，３６０万１，

０００円を追加しまして、総額を４８７億６，０３

０万５，０００円とするものでございます。 

 第２条で債務負担行為の追加を、第３条で地方債

の変更を行っております。 

 本補正予算の概要ですが、９月補正としまして、

執行見込額の精査により過不足が生じた経費、人事

異動に伴う人件費の整理、あと前年度決算確定に伴

う精算といったような内容でございます。 

 また、地方創生臨時交付金を活用した物価高騰対

策事業につきまして、一部減額が生じましたので、

新たに事業を追加していると、組替えをしていると

いったことになります。 

 歳入では、普通交付税の本算定を受けまして、普

通交付税の増額と臨時財政対策債の減額を行って

いるといったことになります。結果としまして、最

終の財源調整は財政調整基金で行っております。 

 概要については以上です。 

 続きまして、財政課所管分を説明いたします。 

 １８５ページをご覧ください。１８５ページです。

一番上の段、３行目、基金管理費です。市債管理基

金積立金５億２，０００万円は、地方財政法の規定

により、歳計剰余金処分で前年度実質収支額１０億

２，２８５万円の２分の１以上を積み立てるといっ

たものでございます。 

 続きまして、歳入です。前に戻っていただきまし

て、１７３ページをご覧ください。一番上の普通交

付税につきましては、５，８０５万５，０００円の

増額としております。交付税の本算定に基づくもの

で、地方財政計画の見込みを上回ったことによるも

のといったことになります。 

 次に、１７９ページ、上から２つ目の枠、１段目

の財政調整基金繰入金、５，５１５万円の減額でし

て、財源調整により減額をするものといったことに

なります。 

 下の枠の前年度繰越金は５億１，９９９万９，０

００円を計上しております。歳出で説明しましたが、

令和４年度の実質収支額の２分の１である５億２，

０００万円を市債管理基金に積み立てる分としま

して計上しております。残りにつきましては、台風

７号の災害復旧に要する専決補正予算を財源とし

て活用したほか、当初予算及び補正予算時に取り崩

した財政調整基金繰入金の財源として充てていき

たいというふうに考えております。 

 次に、１８１ページ、ご覧ください。一番下の段、

臨時財政対策債を４，０３０万円減額をしておりま

す。普通交付税の本算定に伴いまして、上限額が１

億５，３３９万円と決まりましたので、この上限額

までの発行をするため減額を行うといったもので

ございます。 

 財政課からは以上です。 

○分科会長（清水  寛） 続いて、人事課、岡課長。 

○人事課長（岡  亮吾） それでは、一般会計補正

予算（第５号）に係る人事課所管分の人件費の補正

につきましてご説明いたします。令和５年度人件費

９月補正予算の主な理由（一般会計）という資料を

別紙にて配付させていただいておりますので、これ

に基づき説明をさせていただきます。 

 例年、９月の補正につきましては、基本的に当初

予算編成に間に合わずに反映できなかった要素や

４月での人事配置の変化などを反映し、調整するも

のです。４月以降の随時の異動等につきましても反

映をさせております。 

 それでは、費目ごとに説明をさせていただきます。 

 報酬につきましては、１０６万円の減額としてい

ます。主な要因としましては、会計年度任用職員の

採用等による職員の入替えなどによる報酬の増減

額を調整しておりまして、ＡＬＴの入替えによる減

額、障害者雇用と代替職員の雇用に伴う増額につい

て調整を行っております。 

 次、給料です。給料につきましては、５，６１４

万４，０００円の減額としています。主な要因とし
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ましては、当初予算編成後の育児休業者に係る不用

額、退職等に係る不用額、その他会計間異動、４月

の初任給や昇給、昇格の確定等となっており、こう

いった要素について調整を行っております。 

 次、手当です。手当につきましては、１，５８７

万９，０００円の減額としています。各種手当の随

時異動等による減額、育児休業や退職に伴う期末・

勤勉手当の減額、省エネ家電買換え事業に伴う時間

外勤務手当の増額、管理職手当の増額、児童手当の

増額を反映したものです。 

 続きまして、共済費です。共済費につきましては、

７０３万７，０００円の減額としています。共済組

合負担金率の増加、それから標準報酬月額の改定に

よる増額をしていること、育児休業者や退職に係る

不用額の減額を反映したものとなっております。 

 最後、負担金です。負担金につきましては、５３

０万６，０００円の減額となっています。退職手当

組合の負担金、互助会負担金の減額によるものです。

主な内訳につきましては、育児休業者や退職者等に

係る不用額、４月初任給や昇給、昇格等の確定を反

映したものとなっております。 

 以上、９月補正で人件費８，５４２万６，０００

円の減額をお願いするものです。 

 人事課からは以上です。 

○分科会長（清水  寛） 次に、議会事務局、坂本

次長。 

○事務局次長（坂本英津子） １８３ページをお願い

いたします。上の枠、議会費です。人件費ですが、

議員に係る人件費補正の部分を説明させていただ

きます。 

 田原議員がご逝去されましたことに伴いまして、

議員報酬、議員期末手当、共済組合負担金について、

合計７５０万３，０００円を減額するものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 次に、資産活用課、久保

川部次長。 

○行政管理部次長（久保川伸幸） では、次のページ、

１８４、１８５ページをご覧いただきたいと思いま

す。一番上の枠のところですけれども、財産管理費

の中で説明欄の中にも財産管理費とございます。こ

こで手数料や城崎財産区への繰り出しを上げてお

りますが、手数料につきましては、市の抱えており

ます普通財産、特に山林が多くありますが、それが

人家等の建設をしているところで人家等に被害を

及ぼす危険性があるというようなことで、そういっ

た危険な立木、立ち木を伐採するということを予防

的に対応するための予算、それから、城崎財産区に

関しましては、ネットオークションのほうで城崎財

産区の抱えておりました券売機を処分すると、その

売上分を財産区のほうに繰り出しをしようとする

ものです。その下で、公共施設の包括管理業務につ

きましての通信運搬費は、包括管理という業務をし

ますのに事務所を提供すると、その事務所に内線の

電話が使えるようにするというための整備に要す

る経費でございます。 

 ここでちょっと、議案とは直接関係ございません

が、公共施設の包括管理業務の様子についてお知ら

せをしておきたいと思います。 

 ５月の頭頃から包括管理について、プロポーザル

ということで募集事務をしておりました。８月の末

にプロポーザルのヒアリングをして、９月５日に業

者を契約候補者ということで決定をいたしており

ます。これからは、来年４月に向けて、実際に業者

のほうと詰めをしまして協力事業者になっていた

だくところや、各関係課とも調整をしながら、月２

回のペースでこの業者のほうと打合せをして、事務

がしっかりと進められるように予定をしていきた

いというふうに考えております。 

 それから、予算の関係で、少し飛びます。２２８

ページ、２２９ページをお願いします。諸支出金の

ところの土地取得費で３２万４，０００円の追加を

いたしております。これは、太陽光発電の会計のほ

うからの繰入れを受けまして、土地開発基金の用地

をこの金額を、繰入れと同額、購入しようとするも

のでございます。 

 返っていただきまして、歳入のほうですけれども、

歳入のほうは１７８、１７９ページをご覧ください。

今申し上げました土地開発基金の土地を買う関係
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で、７番の太陽光発電事業特別会計の繰入金を増額、

３２万４，０００円を繰り入れしようとしているも

のでございます。 

 説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 次に、経営企画課、真狩

課長。 

○経営企画課長（真狩 直哉） 経営企画課所管分に

ついて説明させていただきます。 

 １８５ページをお願いします。上から２つ目、地

方創生推進費です。国庫補助金返納金として４０万

円を計上しています。この返納金は２０２１、令和

３年度分の国の地方創生推進交付金の返納金です。

内容は、市の創業支援補助金を使われて創業された

事業者が１年３か月間事業をされたものの、その後

廃業されたため、市の補助金交付要綱に基づいて、

事業者から補助金の返還を受けました。当該補助金

には国の地方創生推進交付金を充当していたため、

返還を受けた補助金額の２分の１に当たる額を国

に返還するものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 次に、ＤＸ・行財政改革

推進課、若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） 歳出、

歳入の順に説明します。 

 まず、歳出です。１８３ページをご覧ください。

下から２つ目の事業、一般管理費です。総額８００

万円余りのうち、ＤＸ推進課分は、業務委託料、電

子決裁・文書管理システム構築業務７５５万３，０

００円です。この予算は、決裁業務を紙への押印、

判こを押すことからパソコン上での承認に変更す

るとともに、決裁した内容を紙ではなくてデータで

保管するためのものです。目指すのは、主として文

書に関する業務の効率化と文書保管スペースの削

減です。今年度中にシステム構築を行い、来年度か

ら運用を開始したいと考えております。 

 次に、その下、行革推進事業費です。この予算は、

新たな行財政改革大綱、２０２４年度から始まりま

すけども、これに基づく行財政運営の準備をするた

めのものです。第５次行財政改革大綱の目指す姿は

「限られた資本と多様性を活かし、市民の視点で公

共サービスが持続可能な状態で提供されている」で

す。この予算のうち普通旅費３６万円は、限られた

資本の一つ、市外の関係資本、つまり地域課題の新

たな解決方法とかを検討することを望む大企業な

どと共に地域課題を解決するための協議費用です。

業務委託料４４万円等は、市民の視点で公共サービ

スが提供されている、その手段を学ぶ研修の開催費

用です。 

 次に、１８５ページをご覧ください。１８５ペー

ジ一番上、庁舎管理費です。庁用備品の予算額を減

額します。窓口サービス課設置に伴うローカウンタ

ー等の購入費が確定したためです。 

 次に、１８７ページをご覧ください。１８７ペー

ジ一番上の事業、行政情報化推進事業費です。ＯＡ

機器借り上げ料として、今年度更新する事務用パソ

コン等５００台のリース料３か月分を計上してお

ります。 

 ちょっとこのパソコン更新について説明します。

予算段階では、半導体不足等により、２０２４年、

来年３月の納品で、２０２４年４月からのリース料

払いを見込んでおりました。状況が好転しました。

この１２月末までに納品可能との連絡を受けたた

め、職員の業務効率化の観点から、納品を早め、要

は今年１２月までに納品をしていただき、来年１月

からリース料を払おうとするものです。リース料の

総額は変わりません。支払いの開始時期と終わる時

期が３か月ずつ早まります。 

 その下、ＤＸ推進事業費です。業務委託料と機器

借り上げ料の減額は、窓口番号発券機の無償化によ

る不用額とレジのリース料の確定によるものです。

窓口番号発券機の無償化は、広告業者からの提案、

具体的には広告を掲示するディスプレーを設置し

て市内企業等の広告を放映するという提案を受け

入れたことにより実現したものです。 

 その下、クラウド使用料は、オンライン申請の数

を増やすための増額です。現在、１４手続分の予算

を持っておりますが、既に１３手続が利用され、今

年度中にさらに５手続の利用希望が現時点で各課
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からあります。この補正予算により件数の上限をな

くし、来なくていい市役所に一歩近づけたいと考え

ております。 

 次に、歳入の説明をします。１７７ページをご覧

ください。下から２つ目の表、一般寄附金２７２万

円のうちＤＸ推進課分が１００万円です。これは、

窓口サービス課の設置に合わせ、豊岡ライオンズク

ラブから寄附をいただいたものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 次に、危機管理課、畑中

課長。 

○危機管理課長（畑中 聖史） ２１７ページをご覧

ください。一番下の枠の下から２行目の非常備消防

事業費です。消防施設の補修工事費を１４８万円計

上いたしております。これは、今年度当初で日高消

防団の第９分団の車両更新に伴う車庫の補修工事

費を６０万円計上しておりました。しかし、この車

庫用地は民有地でありまして、これまでから移転を

検討しておりましたが、今の車庫のすぐ近くには適

地がないという状況がありまして、やむを得ず現地

で改修というふうに考えておりました。しかしなが

ら、このような中、今後発生し得る用地の返還です

とか、消防車庫もいずれ建て替えが必要というとこ

ろを勘案しましたところ、分団の管内であります日

高庁舎の車庫棟へ移転することが最善であるとい

う判断をいたしました。地元調整とかも行いまして

決定しました。そこで、移転先のシャッターの設置

などの改修費用等、現車庫の解体費用について、現

計予算との差額を要求するというものでございま

す。 

 次に、２１９ページをご覧ください。２つ目の枠

の防災行政無線管理費でございます。落石や落雷に

よる機器の修繕料、それから出石町森井にあります

中継局への管理道路に堆積した土砂の撤去手数料、

それから旧静修小学校に設置しております屋外拡

声子局へ学校施設からではなく直接電気を引くた

めの工事費、これら総額で２２１万４，０００円を

計上いたしております。 

 危機管理課からは以上でございます。 

○分科会長（清水  寛） 次に、総務課、藤本参事。 

○総務課参事（藤本  充） 私からは、総務課の補

正予算について、歳出、歳入の順に説明いたします。 

 １８２ページ、１８３ページをご覧ください。右

側の下の欄、一般管理費でございます。補正内容は、

補助金、地区集会施設整備費を７０万８，０００円

増額し、９２０万８，０００円とするものです。本

補助金は、地区集会施設の整備に対し支援を行い、

行政区の核施設とすることを目的として交付する

ものですが、８月末時点において既に３地区に対し

補助金の交付決定をしており、さらにそれ以外に複

数の地区からも改修に係る相談を受けていること

から、改修内容を聞き取り、今年度事業実施が可能

であると判断した上で、現計予算額と執行見込額と

の差額の補正をお願いするものでございます。 

 次に、１９０ページ、１９１ページをご覧くださ

い。右側の一番下の欄、統計調査総務費及び調査員

確保対策事業費でございます。まず、統計調査総務

費でございますが、令和７年に実施される国勢調査

の準備経費に係る事務委託金が１万１，０００円交

付されることに伴い、内示額に合わせて事務説明会

の出席旅費１万１，０００円を計上するとともに、

近畿都市統計協議会総会がコロナ禍による事業縮

小により分担金の徴収が取りやめになったことか

ら、不用額８，０００円を減額するものでございま

す。次に、調査員確保対策事業費でございます。こ

のたび統計調査員確保対策事業費委託金について、

４万１，０００円の内示がありましたので、当初予

算との差額２万４，０００円について、内示額に合

わせて事務経費を増額するのでございます。 

 次に、１９２ページ、１９３ページをご覧くださ

い。右側の一番上の欄、住宅・土地統計調査費でご

ざいます。このたび住宅・土地統計調査事務委託金

について、４６６万１，０００円の内示がありまし

たので、当初予算との差額６万８，０００円につい

て、内示額に合わせて事務的経費は１１万２，００

０円を減額し、指導員報酬及び調査員報酬といった

人件費は１８万円増額するものでございます。 

 続いて、歳入についてご説明いたします。１７２
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ページ、１７３ページをご覧ください。右側の上か

ら３つ目の欄、行政財産目的外使用料として７，０

００円を計上しております。これは７月１日より本

庁舎１階窓口サービス課及び北西出入口エレベー

ター前に広告付窓口案内システムを２基設置した

ことによる使用料収入でございます。 

 次に、１７８ページ、１７９ページをご覧くださ

い。先ほどの広告付窓口案内システムに係る広告料

収入について、右側の一番下の欄に広告料として２

４万７，０００円を計上しております。 

 少し戻っていただいて、次に、１７６ページ、１

７７ページをご覧ください。右側の上から２つ目の

欄に歳出の説明で申し上げました各種統計に係る

県の委託金として、国勢調査事務委託金を１万１，

０００円、統計調査員確保対策事業費委託金２万４，

０００円、住宅・土地統計調査事務委託金６万８，

０００円をそれぞれ計上しております。 

 最後に、同ページの下から２つ目の欄、一般寄附

金でございます。２７２万円のうち総務課分は、市

内事業者から地域振興に係る寄附金として１００

万円を寄附いただきましたので計上しております。 

 総務課は以上でございます。 

○分科会長（清水  寛） 次に、地域づくり課、井

上課長。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） １８７ページをお

願いいたします。上から２つ目の枠、市民プラザ管

理費です。アイティ全体の電気設備の修繕工事、主

に部品交換が今行われておりまして、豊岡市所有の

７階電気室キュービクル機器の更新をこれに併せ

て行うため、８１万円を計上しています。アイティ

管理組合法人が全体工事を実施するため、負担金で

の支出となっております。 

 その２つ下の枠の下から３行目、コミュニティセ

ンター管理費です。高橋地区コミュニティセンター

の長寿命化改修に係る実施設計費用として２６４

万円を計上しています。高橋地区コミュニティセン

ターは、２系統あるうちの１系統のエアコンが今年

５月以降、使用できない状態となっております。そ

のため、来年度の早い時期に長寿命化改修工事を実

施したいと考えており、今回の補正予算で実施設計

の費用を計上しているものでございます。 

 その下の枠でございます。定住推進事業費でコワ

ーキングスペース開設に伴う補助金として１００

万円を計上しています。大開通りに面した空きビル

をコワーキングスペースとして整備されるもので、

専門職大学の学生や高校生が活用したり、退任後の

地域おこし協力隊の活動拠点などとして期待がで

きるものでございます。これについては、県と市の

随伴補助事業となっておりまして、県が４分の１、

市が４分の１を補助するものでございます。 

 次に、１８９ページをお願いします。上から５行

目、地域おこし協力隊推進事業費です。本市への定

住促進及び地域活性化を図るため、協力隊の任期終

了の日から前後１年以内に市内で起業する者に対

して、その対象経費の２分の１以内で２００万円を

上限として補助する制度を設けております。今年度

については、既に２名がこの補助金を活用して起業

しており、今年度内に新たに１１名が起業する予定

であるため、２００万円の１１名分、２，２００万

円を増額補正するものでございます。 

 続きまして、歳入について説明いたします。１８

１ページをお願いいたします。中段のコミュニティ

センター整備事業債、これは公共施設等適正管理推

進事業債でございますが、高橋地区コミュニティセ

ンターの実施設計に充てるものでございます。 

 説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 続いて、税務課、中奥課

長。 

○税務課長（中奥  実） １８９ページをご覧くだ

さい。説明欄の一番下、賦課徴収事務費です。業務

委託料として、滞納整理業務を円滑に運用し、基幹

システムとの連携改善を図るため、滞納整理システ

ム改修業務として１０７万８，０００円を、令和６

年度から新設される森林環境税の事務処理機能に

対応するため、基幹システム改修業務として９１８

万５，０００円をそれぞれ計上しております。 

 説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 続いて、出石振興局地域
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振興課、三宅課長。 

○出石振興局地域振興課長（三宅  徹） それでは、

１８７ページをご覧ください。一番下の枠、地方創

生推進事業費の上から４行目、出石永楽館歌舞伎開

催事業費１，０３４万５，０００円の減額について

ご説明いたします。 

 この件につきましては、４月１３日の総務常任委

員会終了後にあらかじめ説明申し上げたものでご

ざいます。７日間１３公演で開催予定でありました

ところ、片岡愛之助さんの日程が取れないことから

５日間９公演に短縮するに当たり、不要な費用を減

額するものです。主なものは、上から８行目、歌舞

伎公演事業に係る業務委託料が５５０万円の減、次

のページになりますが、一番上の行、建物借り上げ

料、これは俳優やスタッフのホテル代ですが、１７

０万８，０００円の減です。 

 続きまして、歳入についてご説明いたします。１

７９ページをご覧ください。一番下、雑入の欄です。

全て減額となります。公演日数短縮により、上から

３行目、頒布代、書籍等５０万円、次のページ５行

目、市民会館等入場料、永楽館１，２４１万５，０

００円です。これはチケット入場料に当たります。

また、上から３行目、事業助成金、永楽館自主事業

助成金３００万円は、日本芸術振興会助成金が不採

択になったため減額するものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はございませんか。 

 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） また地域おこし協力隊の質問

をするんだけど、コワーキングシステムので、豊岡

のどこの所管しとる地域おこし協力隊がコワーキ

ングしとるのか。出石やほかの協力隊もあそこに集

まって何かわちゃわちゃしとんなると。それはそれ

でええんだけど、あそこはどこが担当しとるいうん

か、誰が仕切っとんなる、協力隊員。 

○分科会長（清水  寛） 井上課長。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） 今のコワーキング

スペース、ちょうどハラマキビルのとこになるんで

すけど、そこは協力隊は有志の方が数名入られて、

さらに協力隊以外の方も入られて、ですのでこの補

助金の申請予定者は協力隊以外の方になります。協

力隊もどこの所管ということではなく、その取組に

共感される方がメンバーとして入っておられると

いう状況でございます。 

○分科会長（清水  寛） 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） 協力隊以外の人が申請して１

００万円出る。そんなら例えば僕が誰かの協力隊の

人１人と一緒に何かしよう思うたら１００万円出

るの。 

○分科会長（清水  寛） 井上課長。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） このコワーキング

スペースの開設支援事業補助金は協力隊に限った

ものでございませんので、言われたように、どなた

が申請をされても、それは審査に通れば可能という

ことになります。申請は可能です。 

○委員（木谷 敏勝） いやいや、あんまり協力隊、

協力隊っていうことがあったんで。いやいや、そん

ならいいんです。 

○分科会長（清水  寛） よろしいですか。 

 ほか、ございませんか。いいですか。ほか、ござ

いませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 最初のほうで説明のあった人

事に関係して、予算のね、表を見ながら、全部△で

すね。人事異動だとか等々で替わった場合は、こち

らで△になったけど、こちらでプラスになるとか、

人事異動であれば、になると思うんですけども、こ

の表を見たら全部どれも△なんですけども、給料が

△だから、あと手当やそんなんも△になるのかなと

は思いながらも、ちょっとその辺で、何で全部が全

部△かなと。 

○分科会長（清水  寛） 岡課長。 

○人事課長（岡  亮吾） 例えば給料の項目に関し

まして、減という形になっておりますけども、大幅

に減になった部分というのがやはり育休取得者と

いうのが全体で１４名ございまして、その部分の不

用額が生じてるということですとか、あとは予算を
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編成した後に退職者が３名出たのと、あとは今年度

入ってから退職者が１名出たというような、この部

分で４名の退職による不用額が出てるというよう

なことがございまして、この辺りが主に減というよ

うな形になっております。 

○委員（村岡 峰男） なるほど。 

○分科会長（清水  寛） よろしいですか。 

○委員（村岡 峰男） はい。 

○分科会長（清水  寛） ほか、ございませんか。

よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） では、質疑を打ち切りま

す。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） 異議なしと認めます。よ

って、第９３号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 以上で本日の審査は終了しました。 

 ここで、委員の皆さん、当局職員の皆さんから何

かございましたら発言をお願いいたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） それでは、当局の皆さん

はご退席いただいて結構です。お疲れさまでした。 

 ここで分科会を暫時休憩します。じゃあ、再開は

１０時３０分。 

   午前１０時１８分 分科会休憩 

──────────────────── 

   午前１０時２４分 委員会開会 

○委員長（清水  寛） それでは、委員会を再開し

ます。 

 これより３、協議事項、（２）意見・要望のまと

めについて、ア、委員会意見・要望のまとめに入り

ます。 

 当委員会に審査を付託されました案件の本日の

審査は終了しました。 

 ここで、委員会意見・要望として委員長報告に付

すべき内容について、ご協議いただきたいと思いま

す。 

 暫時休憩します。 

午前１０時２４分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１０時２９分 委員会再開 

○委員長（清水  寛） では、会議を再開します。 

 委員会の委員長報告については、特にないという

ことでよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） それでは、そのように決定

をいたします。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

   午前１０時２９分 委員会休憩 

──────────────────── 

   午前１０時２９分 分科会再開 

○分科会長（清水  寛） 分科会を再開します。 

 これより３、協議事項、（２）意見・要望のまと

めについて、イ、分科会意見・要望のまとめに入り

ます。 

 当分科会に審査を分担されました案件の本日の

審査は終了しました。 

 ここで、分科会意見・要望として予算決算委員会

に報告すべき内容について協議いただきたいと思

います。 

 木谷委員。 

○委員（木谷 敏勝） 補正予算のときに地域おこし

協力隊の話を伺いました。残っていただいて起業す

る方の話も１１人というふうに聞き、それに対して

市のほうもしっかりと予算を提案されて、それを通

したところです。引き続き、予算を通しただけでは

なく、地域おこし協力隊がそれだけこの地にとどま

ってしっかりと豊岡を盛り上げていっていただく

ので、これからも引き続き応援してあげていただき

たいというようなことを正副委員長なり事務局で

まとめていただいて、意見にしていただいたらあり

がたいです。以上です。 
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○分科会長（清水  寛） 木谷委員のほうから今、

意見ありました。 

 ほか、ございますか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 文章はそれでいいと思うんで

すけども、少なくとも僕は行政として支援をすると

いう、お金だけじゃなくて、そこまではいい。プラ

ス議会や市民が彼らを応援するシステム、例えばそ

の１１人がどんな起業をしなったのか、例えば一市

民として物の１個でも買えば応援になるのかとい

うようなことも含めて、あれはプライバシーの関係

あるから言えんのかな。 

○委員（木谷 敏勝） あまり言ったらややこしなる

んかなと思ってあれぐらいにしとったんだけど。 

○委員（村岡 峰男） だけどな、こっそりとどこか

で起業やっても応援のしようがないやん。だからど

んな応援ができるのかというのも含めて、プライバ

シーのこともあるかもしらんけども、どんな起業を

されたのか知りたいな。 

○委員（木谷 敏勝） それで、例えばコーヒーでも

そこで飲めますとかってなると、喫茶運営が怒って

くる。だからあんまりこういうのは漠然としてせん

な、例えば弁当を買ってあげてください言ったって、

弁当屋でもようけおるんだし、そこら辺、ぼやっと

させとったほうがええいうことで、いっつもそうい

う話になるんだ。競合者がおるいうことになっちゃ

う。 

○委員（村岡 峰男） それは何をしてもおるでしょ

う。 

○委員（木谷 敏勝） 何にしてもおる。だからそれ

を意見としてつけても別に僕は構へんと思うけど、

そういう懸念があるいうことがいっつも頭にある

んだけどな。絶対既存の業者がおるでな。 

○分科会長（清水  寛） 今、村岡委員、木谷委員

から発言がありましたので、意見として、地域おこ

し協力隊の起業についての応援をする仕組みにつ

いても、こちらから何かではなくて、何かそういう

ものを考えてほしいというぐらいなことでよろし

いですかね。 

○委員（木谷 敏勝） 協力することがあればみんな

で協力していきたいぐらいなことにして、あんまり

細かく言うんじゃなくて、地域も議会も応援してい

きたいみたいな。 

○分科会長（清水  寛） そうしましたら、その内

容、あとは、細々としたところは正副に一任いただ

きたいと思いますけども、そのほかございませんか。

よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） そうしましたら、案文に

ついては正副に一任いただきたいと思います。 

 ほか、特になければ。よろしいですかね。（「は

い」と呼ぶ者あり） 

 そしたら、以上で分科会を閉会します。 

   午前１０時３３分 分科会閉会 

──────────────────── 

   午前１０時３３分 委員会再開 

○委員長（清水  寛） 委員会を再開します。 

 ３、閉会中の継続審査申出についてに入ります。 

 資料５ページになります。委員会重点調査事項を

閉会中の継続審査事項として議長に申し出たいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

○委員（村岡 峰男） 一緒ですね、前と。 

○委員長（清水  寛） 一緒です。 

 よろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） それでは、異議なしと認め、

そのように決定しました。 

 これより４、その他に入ります。 

 その他、委員の皆さんのほうから何かあればお願

いいたします。よろしいですか。 

 昨日の討論の内容について、正副、事務局でまと

めましたので、一度ちょっとご覧いただきたいと思

います。特に村岡委員の反対のほうの内容について

は、ちょっと違うとかっていうことがないか、確認

を。 

○委員（村岡 峰男） いいですけども、当たり前の

話でありっていうのがちょっと失礼かなと。口では

言ったけど……。 
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○委員長（清水  寛） いや、あえて入れたほうが

いいのかなと思ったりもしたんですけど、どちらで

も。 

○委員（村岡 峰男） 口では言うたけど、文書で書

くのはなと思ったけど、まあいいです。 

○委員長（清水  寛） 光りますけどこの部分、残

しますか。削りますか。 

○委員（村岡 峰男） いやいや、残してください。 

○委員長（清水  寛） 残しますか。はい。 

 そしたら、内容的には賛成のほうも取りあえずも

うこれで大丈夫ですかね。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 分かりました。 

 そしたら、この内容で審査の報告の中では言わせ

てもらいます。またそれぞれ討論の中では言っても

らう形になると思いますので、またよろしくお願い

いたします。 

 それでは、以上をもちまして総務委員会を閉会い

たします。お疲れさまでした。 

午前１０時３６分 委員会閉会 

──────────────────── 


